
亀山市特定教育・保育及び特定地域型保育の利用者負担額等を定める規則等の一部

を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月６日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第５号 

 

亀山市特定教育・保育及び特定地域型保育の利用者負担額等を定める規則等の一

部を改正する規則 

 

（亀山市特定教育・保育及び特定地域型保育の利用者負担額等を定める規則の一部改

正） 

第１条 亀山市特定教育・保育及び特定地域型保育の利用者負担額等を定める規則（平

成２７年亀山市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（利用者負担額） 

第３条 法第１９条各号に掲げる小学校

就学前子どもの保護者がその子どもに

ついて法第２０条第１項の規定により

本市の認定を受けた場合であって、そ

の子どもが特定教育・保育又は特定地

域型保育を受けたときの利用者負担額

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

（利用者負担額） 

第３条 法第１９条第１項各号に掲げる

小学校就学前子どもの保護者がその子

どもについて法第２０条第１項の規定

により本市の認定を受けた場合であっ

て、その子どもが特定教育・保育又は

特定地域型保育を受けたときの利用者

負担額は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

（１）次に掲げる教育・保育給付認定子

どもに係る利用者負担額 零 

（１）次に掲げる教育・保育給付認定子

どもに係る利用者負担額 零 

  ア 法第１９条第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・

  ア 法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する



保育給付認定子ども 教育・保育給付認定子ども 

  イ 法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもであって、満

３歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にあるもの以外の

もの 

  イ 法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもであっ

て、満３歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にあるもの

以外のもの 

（２）次に掲げる教育・保育給付認定子

どもに係る利用者負担額 別表に定

める額 

（２）次に掲げる教育・保育給付認定子

どもに係る利用者負担額 別表に定

める額 

  ア 法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもであって、満

３歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にあるもの 

  ア 法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもであっ

て、満３歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にあるもの 

  イ 法第１９条第３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 

  イ 法第１９条第１項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 

［２ 略］ ［２ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

（亀山市保育の利用に関する規則の一部改正） 

第２条 亀山市保育の利用に関する規則（平成２７年亀山市規則第７号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（利用の申込み）  （利用の申込み） 

第３条 保育所、認定こども園又は家庭

的保育事業等（以下これらを「保育所

第３条 保育所、認定こども園又は家庭

的保育事業等（以下これらを「保育所



等」という。）における保育の利用を

希望する小学校就学前子どもの保護者

（以下「利用申込者」という。）のう

ち子ども・子育て支援法第１９条第１

号の区分に係る認定を受けた者の保護

者にあっては入園願書（様式第１号）

を、同条第２号又は第３号の区分に係

る認定を受けた者の保護者にあっては

保育所等利用申込書（様式第２号）（ 

以下「利用申込書等」という。）を、

亀山市福祉事務所長（以下「所長」と

いう。）に提出しなければならない。 

等」という。）における保育の利用を

希望する小学校就学前子どもの保護者

（以下「利用申込者」という。）のう

ち子ども・子育て支援法第１９条第１

項第１号の区分に係る認定を受けた者

の保護者にあっては入園願書（様式第

１号）を、同項第２号又は第３号の区

分に係る認定を受けた者の保護者にあ

っては保育所等利用申込書（様式第２ 

号）（以下「利用申込書等」という。）

を、亀山市福祉事務所長（以下「所長」

という。）に提出しなければならない。

［２及び３ 略］ ［２及び３ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

（亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例施行規則（平成２７年亀山

市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（利用者負担額） 

第２条 条例第３条の規則で定める額は、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

（利用者負担額） 

第２条 条例第３条の規則で定める額は、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

（１）子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもであって、満３歳

（１）子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもであって、



に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にあるもの以外のものに係

る利用者負担額 零 

満３歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にあるもの以外のも

のに係る利用者負担額 零 

（２）次に掲げる教育・保育認定子ども

に係る利用者負担額 別表第１に定

める額 

（２）次に掲げる教育・保育認定子ども

に係る利用者負担額 別表第１に定

める額 

  ア 法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもであって、満

３歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にあるもの 

  ア 法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもであっ

て、満３歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にあるもの 

  イ 法第１９条第３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 

  イ 法第１９条第１項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 

［２ 略］ ［２ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

（亀山市認定こども園条例施行規則の一部改正） 

第４条 亀山市認定こども園条例施行規則（平成２８年亀山市規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（定員） 

第２条 認定こども園の定員は、次の表

の左欄に掲げる施設において、同表中

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表

右欄に掲げるとおりとする。 

（定員） 

第２条 認定こども園の定員は、次の表

の左欄に掲げる施設において、同表中

欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表

右欄に掲げるとおりとする。 

名称 区分 定員 

亀山市 子ども・子育て支 ［略］ 

名称 区分 定員 

亀山市 子ども・子育て支 ［略］ 



立関認

定こど

も園ア

スレ 

援法（平成２４年

法律第６５号。以 

下「法」という。）

第１９条第１号に 

規定する支給要件

に該当する小学校

就学前子ども 

 

 

法第１９条第２号

に規定する支給要

件に該当する小学

校就学前子ども 

 

［略］ 

法第１９条第３号

に規定する支給要

件に該当する小学

校就学前子ども 

 

［略］ 

 

立関認

定こど

も園ア

スレ 

援法（平成２４年

法律第６５号。以 

下「法」という。）

第１９条第１項第 

１号に規定する支

給要件に該当する

小学校就学前子ど

も 

 

法第１９条第１項

第２号に規定する

支給要件に該当す

る小学校就学前子

ども 

［略］ 

法第１９条第１項

第３号に規定する

支給要件に該当す

る小学校就学前子

ども 

［略］ 

 

 （利用時間） 

第４条 認定こども園における利用時間 

は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表右欄に掲げるとおりとす

る。ただし、市長が特に必要があると

認めたときは、この限りでない。 

 （利用時間） 

第４条 認定こども園における利用時間 

は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表右欄に掲げるとおりとす

る。ただし、市長が特に必要があると

認めたときは、この限りでない。 

区分 利用時間 

法第１９条第１号

に規定する支給要

件に該当する小学

校就学前子ども 

［略］ 

区分 利用時間 

法第１９条第１項

第１号に規定する

支給要件に該当す

る小学校就学前子

［略］ 



 

法第１９条第２号

及び第３号に規定

する支給要件に該 

［略］ 

当する小学校就学

前子ども 

 

 

ども 

法第１９条第１項

第２号及び第３号

に規定する支給要 

［略］ 

件に該当する小学

校就学前子ども 

 

 

 （利用日） 

第６条 認定こども園を利用することが

できる日は、次の表の左欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる

日を除く日とする。ただし、市長が必

要と認めるときは、利用することがで

きる日を変更し、又は別に利用するこ

とができる日を定めることができる。 

 （利用日） 

第６条 認定こども園を利用することが

できる日は、次の表の左欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる

日を除く日とする。ただし、市長が必

要と認めるときは、利用することがで

きる日を変更し、又は別に利用するこ

とができる日を定めることができる。 

区分 利用することが

できない日 

法第１９条第１号

に規定する支給要

件に該当する小学

校就学前子ども 

 

［略］ 

法第１９条第２号

及び第３号に規定

する支給要件に該

当する小学校就学

前子ども 

［略］ 

 

区分 利用することが

できない日 

法第１９条第１項

第１号に規定する

支給要件に該当す

る小学校就学前子

ども 

［略］ 

法第１９条第１項

第２号及び第３号

に規定する支給要

件に該当する小学

校就学前子ども 

［略］ 

   

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

（亀山市立認定こども園利用者負担額等に関する規則の一部改正） 



第５条 亀山市立認定こども園利用者負担額等に関する規則（平成２８年亀山市規則第

２３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（利用者負担額） 

第２条 条例第４条の規則で定める額は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

（利用者負担額） 

第２条 条例第４条の規則で定める額は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

（１）次に掲げる教育・保育給付認定子

どもに係る利用者負担額 零 

（１）次に掲げる教育・保育給付認定子

どもに係る利用者負担額 零 

  ア 子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第１９条第１号に掲げる小 

学校就学前子どもに該当する教育・ 

保育給付認定子ども 

  ア 子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども 

イ 法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもであって、満

３歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にあるもの以外の

もの 

イ 法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもであっ

て、満３歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にあるもの

以外のもの 

（２）次に掲げる教育・保育給付認定子

どもに係る利用者負担額 別表第１

に定める額 

（２）次に掲げる教育・保育給付認定子

どもに係る利用者負担額 別表第１

に定める額 

  ア 法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもであって、満

３歳に達する日以後の最初の３月

  ア 法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもであっ

て、満３歳に達する日以後の最初



３１日までの間にあるもの の３月３１日までの間にあるもの 

  イ 法第１９条第３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども 

  イ 法第１９条第１項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 

［２ 略］ ［２ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


